
再整備基本計画

7-1 現況分析 

伊保石公園の沿革 

本市は波静かで風光明媚な土地柄を生かし、江戸時代

には鹽竈神社の門前町・仙台城下の港町として賑わうな

ど、東北有数の港湾都市として発展しました。 

本公園の位置する伊保石地区(H7 より千賀の台)は、塩

竈市北部利府町との境に位置する起伏の激しい自然環境

の良好な地区であり、地域一帯が疣石で形成されている

ことがこの地名の由来と言われています。 

本公園は、「市民の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の総合的な利用に供する」ことを

目的とした「総合公園」として、昭和 61 年 2 月 28 日(県告 222 号)に都市計画決定されま

した。同年 3 月 7 日には都市計画事業認可を受け、平成 17 年までに南側の 1 期整備範囲の

整備を行いましたが、北側の 2 期整備範囲については現在も未整備区域となっています。 

再整備の必要性 

開園当初は 3,000 人/日訪れるなど、市民が自然と触れ合う場として幅広く使われていま

したが、少子高齢化やニーズの多様化、施設の老朽化によって、多くの市民が自然と触れ

合う身近な憩いの場として、十分に機能が活かされているとは言い難い状況となり再整備

の必要性が謳われました。 

そこで、子育て世代の移住・定住の促進（第 6 次塩竈市長期総合計画）や伊保石公園の

一部未利用部分の整備方針の再検討（塩竈市マスタープラン）を念頭に置きつつ、令和 3

年度に伊保石公園再整備基本構想が策定されました。 

令和 3 年度伊保石公園再整備基本構想の振り返り 

令和 3 年度の再整備基本構想では、公園の利用状況や利用

者ニーズを把握するためのアンケート調査が実施されてお

り、「アスレチック施設」や「多目的広場」、「BBQ 会場」

などの高いニーズを持つ施設を配置した基本構想図が作成

されましたが、平地部が少ないことや整備実現性の明確な理

由が提示されていないことが課題として挙げられます。 

本業務で再整備基本構想を踏まえた再整備基本計画を作

成するにあたり、未整備区域であるⅡ期範囲内でまとまった

平地が確保可能となる牧場跡地も対象範囲とした、既存施設

の利活用を踏まえた再配置の検討及び民間活力導入可能性

調査を実施します。 

■オープン当初の様子

出典：広報しおがま平成 3 年 11 月号 

基本計画 

出典：伊保石公園再整備基本構想 

■基本方針イメージ図

基本構想 整備 工事 基本・実施設計 

■再整備までのフロー
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 敷地分析 

本公園は、仙台市中心部から車で約 40 分でアクセス可能な位置に立地し、約 150 万人の

60 分圏域人口を有しています。また、周辺には塩竈市の主要観光施設が立地しており、市

内外からの集客ポテンシャルの高い立地条件を有しています。しかし、本公園の利用者の

約半数は高齢者及び地元住民であり、市内外の若者や子育て世代の多くは周辺公園（加瀬

沼公園・県民の森・西行戻しの松公園）を利用しています。 

本公園の再整備においては、地形の特徴を最大限活かし、他 3 公園との差別化を行うこ

とで、公園利用者の増加、更には、民間事業者の参入を促し、今まで以上に魅力が溢れ、

市民や来訪者に愛着を持ってもらい、子育て世代の定住促進への足がかりとなるような公

園を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再整備計画における問題点・課題の整理 

伊保石公園の「現地状況」と「利用実態」の 2 つの側面から得られる再整備計画におけ

る問題点・課題を抽出しました。 

 

 

■周辺公園との比較 
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■現地状況から考えられる問題点・課題 
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■利用実態から考えられる問題点・課題 

下図：Yahoo！地図 

施設利用者数は、KLA（KDDI Location Analyzer）による推計を示す 
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7-2 再整備基本方針 

前頁までの現況分析結果を踏まえて、市制施行 100 周年に向けた伊保石公園の再整備の

方向性を以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-3 ゾーニング・園路計画 

既存施設のうち、利活用が可能な施設や平場が確保可能なエリア、伊保石公園特有の地

形を活かせるエリアを「再編検討エリア」と位置づけ、法規制や公園利用者の動線を考慮

しつつ、新たな機能を有する施設の導入や既存施設の再編を検討しました。 

なお、2 期整備範囲の東側部分は既存の利用形態での運用が想定されるため、本業務内

に施設配置の検討は実施しません。 

■再整備基本方針 

■2 期整備範囲の扱い 
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■ゾーニング・園路計画図 
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7-4 マーケットサウンディング 

設計、施工、管理・運営など様々な側面での民間活力導入による市民サービスの向上に

つながる最適な整備手法について検討を行うことを目的として、民間活力導入の可能性を

市場調査により確認しました。 

一次調査としてアンケート調査を実施し、民間事業者へ本事業について周知するととも

に、主に民間事業者のアイデアや関心を幅広く把握し、その中でヒアリング意向のあった

企業に対して二次調査としてヒアリング調査を実施し、民間活力導入により整備・運営を

行う施設のあり方、今後の事業化に向けた課題の聞き取りを実施しました。 

 

【マーケットサウンディングのまとめ】 

・提案された民間収益事業は、周辺公園との差別化が可能となる「伊保石公園の地勢を活

かしたアスレチック施設」や「地域の食材を活かしたバーベキュー」、「サバイバルゲ

ーム」などのアクティビティ要素が多く、現在未整備であるが広い平坦地を確保できる

2 期整備範囲での事業実施を望む声も得られた。 

・一方で、福祉施設に関する提案は得ることが出来なかったことから、導入検討の見直し

が必要となる。 

・伊保石公園は、利府 IC から近く仙台市や松島町とのアクセス性が良い点がメリットと

して挙げられるが、敷地内に駐車場が少ないことから大型車も駐車可能なまとまった駐

車場について、早急に整備する必要がある。また、施設の導入を想定する場合は、イン

フラ（電気、水道、トイレ等）も併せて整備する必要がある。 
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■ヒアリングにより得られた意見 

8



 

7-5 公園再整備イメージ 

マーケットサウンディングの結果を踏まえて、実現可能性を考慮した「伊保石公園整備イメージ図」を以下のように設定しました。 

 

 

 

  

■伊保石公園再整備イメージ図 
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7-6 市制施行 100 周年に向けたロードマップ 

整備範囲別に用地交渉の有無を踏まえながら整備スケジュール（優先順位）を設定しました。優先するエリアは、1 期整備範囲のアクティビティ施設やサバイバルゲームとし、立ち上げ期での整備を想定する。

続く拡大期は、2 期整備範囲内のバーベキュー・キャンプ場の整備を想定します。公園全体のベースアップは立ち上げ期から拡大期まで継続した整備を想定します。 

 

 

 

 

■市制施行 100 周年に向けたロードマップ 
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7-7 事業スキーム 

 伊保石公園全体の事業スキーム 

マーケットサウンディングの結果を踏まえて、本事業において想定される伊保石公園全

体の事業スキームは、以下の通りとなります。 

 

（1）指定管理者制度＋設置管理許可（もしくは DBO） 

（2）P-PFI＋DBO＋設置管理許可 

 

上記の 2 パターンに対して、本事業に適したスキームの絞り込みを行うために評価項目

ごとにメリット・デメリットを定性的に評価した結果、官民ともに大きなメリットが得ら

れる事業スキームは「（2）P-PFI＋DBO＋設置管理許可」となり、整備を想定する施設ごと

に最適な事業実施時期やスキームについて検討する必要があります。 
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■事業スキーム比較表（伊保石公園全体） 
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 民間活力導入を検討する施設の事業スキーム 

民間活力の導入による整備を想定している「アクティビティ施設」「バーベキュー・キ

ャンプ場」において想定される事業スキームに対して、本事業に適したスキームの絞り込

みを行うため、評価項目ごとにメリット・デメリットを定性的に評価しました。 

特に、来年度の公募を想定しているアクティビティ施設については、ヒアリング実施後

にも民間事業者との対話を繰り返し行い、より具体的なスキームについても検討を実施し

ました。 

評価の結果、官民ともに大きなメリットが得られる事業スキームは以下の通りとなりま

した。 

 

○アクティビティ施設 

・「設置管理許可」 

・「P-PFI」 

 

○バーベキュー・キャンプ場 

・「P-PFI」 

 

上記を踏まえて、アクティビティ施設は事業スピードを重視した「設置管理許可」によ

る整備を想定し、早期での公園利用者の増加を目指します。その後、公園利用者の増加を

受けて 2 期整備範囲の用地交渉を進めた後に、バーベキュー・キャンプ場について「公募

設置管理許可（Park-PFI）」による整備を想定します。 

令和 6 年度以降、アクティビティ施設の整備に向けて公募の準備を進めるとともに、バ

ーベキュー・キャンプ場の導入に向けてさらに詳細な検討を実施します。 

 

13



  ■事業スキーム比較表（アクティビティ施設） 
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ｐ 

 

■事業スキーム比較表（バーベキュー・キャンプ場） 
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 事業化スケジュール 

令和 6 年度の公募を想定しているアクティビティ施設について、「設置管理許可」「P-PFI」

の事業スキームに対応した、想定される公募スケジュールについて以下のように整理しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■想定される公募スケジュール 
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7-8 法規制の整理 

伊保石公園に整備を想定する施設のうち、民間活力導入を検討している「アクティビテ

ィ施設」「バーベキュー・キャンプ場」について事業実施に係る各種法規制への対応方針

を以下のように整理しました。 

 

  
■各種法規制への対応方針 
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7-9 鳥観図 

既存管理棟周辺の複合遊具を中心とした「メインエントランス」、南側の既存駐車場近

くに整備を想定している「新設見晴らし台」、伊保石公園の地勢を活かし既存森林の活用

を想定している「アクティビティ施設」、2 期整備範囲の高台平地部に整備を想定してい

る「バーベキュー・キャンプ場」において鳥観図（イメージ図）を作成しました。 
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■メインエントランス 
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■新設見晴らし台 
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■アクティビティ施設 
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■バーベキュー・キャンプ場 
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